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１．民間連携のための会議体の必要性

⚫ 流域治水の取組を促進するため、流域治水オフィシャルサポーター制度（国）が創設され、あらゆる関係者との連携が重要視されている。
⚫ 静岡県西部・中東遠地域大規模氾濫減災協議会や遠州流域治水協議会においては、（株）静岡新聞社やスズキ（株）がサポーター登録済み。
⚫ 大規模氾濫減災協議会・流域治水協議会に位置付けられている取組実施上の課題解決に向けて、民間と連携し、より一層取組を推進する。
⚫ 課題解決に向けて、構成員単独・構成員間連携により課題解決を目指しつつ、それでも解決が難しい場合などには、民間との連携を視野に入れる
必要がある。協議会構成員以外とも連携していく体制を構築することで、協議会における課題解決・取組の更なる推進が期待できる。

１．構成員単独で
実施

２．構成員間で
連携の必要あり

３．構成員以外を
含む連携の必要
あり（民間連携）

課題解決

解決可

解決可

解決可

解決不可

解決不可

解決可

1

協議会における課題解決フロー 課題解決の具体例：「防災情報の普及啓発に関する課題（民間連携先：報道関連企業）」

一般の方に防災情報を周知し、理解していただき、防災情報を正しく活用して
いただきたい。そのために周知の機会を増やしたいが、周知の機会がない。

解決策例②
構成員間で機会を共有し、対応する。

まずは協議会構成員間で情報共有・連携での対応を検討

解決策例①
周知の機会不足に対し、対応している事例
を構成員より情報共有していただく。

協議会構成員間での情報共有・連携では課題解決が難しい場合、
協議会構成員の枠を超えた情報共有・連携についても検討

解決策例③
民間と連携し、市民への周知の機会を確保する（連携先：報道関連企業）。 

課題解決：協議会構成員以外との連携により、課題解決を目指す

協議会構成員以外とも連携していく体制を構築することで、
協議会における課題解決・取組の更なる推進が期待できる。
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２．遠州流域治水オフィシャルサポーター懇談会の概要（案）

⚫ 民間連携のための会議体（枠組み）として、遠州流域治水オフィシャルサポーター懇談会の設立を提案する。
⚫ 両協議会と遠州流域治水オフィシャルサポーター懇談会で、相互に協議会課題の共有とサポート提案に係る意見交換を行う方針とする。
⚫ 遠州流域治水オフィシャルサポーター懇談会には、民間企業に加えて、市民、団体、大学・研究機関など協力頂ける方も含むものとする。



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

懇談会 懇談会の開催（年3回程度）

２．遠州流域治水オフィシャルサポーター懇談会の概要（案）

項目 内容

設立目的
大規模氾濫減災協議会・流域治水協議会における取組実施上の課題解決に向けて、民間と連携し、より一層協議会の取組を
推進する。民間の各機関と連携することで、取組の推進や深化を図り、地域の安全・安心を目指す。

懇談会会員
協議会構成員、遠州流域治水オフィシャルサポーター
※遠州流域治水オフィシャルサポーターは、遠州流域治水オフィシャルサポーター制度に基づき認定。
※認定対象は、民間企業、市民、団体、大学・研究機関とする。

懇談会内容
１．懇談会の趣旨
２．取組内容と取組実施上の課題を紹介
３．意見交換（課題解決に向けたサポート提案）

遠州流域治水オフィシャルサポーター懇談会（案）の概要

遠州流域治水オフィシャルサポーター懇談会（案）のスケジュール

遠州流域治水オフィシャルサポーター募集（通年）

■懇談会
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情報共有



３．懇談会設立に向けた令和5年度スケジュール

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

会議

懇談会
設立承認

課題抽出

民間連携
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●幹事会 ●協議会●作業部会
・合同分会

協議会規約改定案・
サポーター規約案の

作成

フォローアップ調査
・ヒアリング実施

調査とりま
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課題整理
・対応検討
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（協議会の構成）【変更案】
第4条 協議会は、別表-1の職にある者をもって構成する。

• 協議会の運営、進行、招集、企画立案や構成機関相互の
連絡調整、協議会の指示による各種検討については、遠
州流域治水協議会と連携し、共有・検討を行うものとする。

減災協議会規約の改定イメージ案

（協議会の実施事項）【追加案】
第5条
3） 遠州流域治水オフィシャルサポーターと連携し、取組推進

に関する話題提供を行うとともに、提供を受ける取組推進
案について検討する。
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４．協議会規約改定（案）



（協議会の構成）【変更案】
第4条 協議会は、表-1の職にある者をもって構成する。

• 協議会の運営、進行、招集、企画立案や構成機関相互の
連絡調整、協議会の指示による各種検討については、静
岡県西部・中東遠地域大規模氾濫減災協議会と連携し、
共有・検討を行うものとする。

流域治水協議会規約の改定イメージ案

（協議会の実施事項）【追加案】
第5条
3 遠州流域治水オフィシャルサポーターと連携し、取組推進に

関する話題提供を行うとともに、提供を受ける取組推進案
について検討する。
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４．協議会規約改定（案）



遠州流域治水オフィシャルサポーター規約（案）

５．遠州流域治水オフィシャルサポーター規約（案）
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